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Ⅰ　組織の概要

（１）事業所名及び代表者名

　　株式会社ひかり造園

　　代表取締役社長　櫻井孝夫

（２）所在地

　　本　　社　 静岡県静岡市葵区鷹匠三丁目１０番３号

  TEL:054-253-6508　FAX:054-253-7605

  E-mail:hikari-gk@ka.tnc.ne.jp

  URL:http://www.hikari-zoen.com/

　　足久保倉庫 静岡県静岡市葵区足久保口組地内

（３）環境管理責任者及び担当者連絡先

　　環境管理責任者　　総務部　　　　飯村繁隆

（４）事業内容

　　総合建設業 静岡県知事許可（特-1）第４３３３号

土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事

舗装工事、造園工事

　　産業廃棄物収集運搬業許可（自社工事物件のみ）

（許可番号：第02201161340号　

（５）事業の規模

　　売上高 260，101千円

　　工事件数 230件

　　従業員 １1名（うち派遣社員１名）（２０2２年６月３０日現在）

　　面積等 本　社 足久保倉庫

従業員数 １1名 無人

面　　積 157.05㎡ 18.56㎡

（６）事業年度

７月～６月

１



Ⅱ　実施体制

（１）登録事業所 本　　　社　静岡県静岡市葵区鷹匠三丁目１０番３号

足久保倉庫　静岡県静岡市葵区足久保口組地内

（２）レポート対象期間　　２０2１年７月～２０２２年６月

　　　　　　　　　　　　　発行日　２０２2年８月４日

（３）実施体制図

（４）役割・責任・権限

２

環境管理責任者

部門長

全従業員

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の確認

・自部門の問題点の発見、是正、予防措置の実施

・環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・環境活動レポートの作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・緊急事態への対応マニュアルの作成

・取組に必要な手順書の作成

・環境管理責任者の補佐

・環境の負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

代表取締役

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境目標、環境活動計画書を作成

・環境活動の取組結果を代表者に報告

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

・取組に必要な手順書の承認

・環境目標、環境活動計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・緊急事態への対応マニュアルの承認

・環境活動レポートを確認し承認

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

・環境方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・全従業員に対する教育、訓練の実施

総務部門

飯村繁隆

営業部門

櫻井孝夫

従業員

高部昇・辻　豊

代表取締役

櫻井孝夫

環境管理責任者

飯村繁隆

現場部門



Ⅲ　環境経営方針

《環境保全への行動指針》　

次の事項について環境経営目標・環境経営計画を定め、継続的な改善に努めます。

①二酸化炭素の排出量の削減（低炭素社会への対応）

　・電力（本社事務所）

　・自動車燃料（社用車、ダンプ、トラック）

②廃棄物の削減及び再資源化の推進（循環型社会への対応）

　・一般廃棄物（可燃ごみ）

　・産業廃棄物（廃プラ、廃油）

③排水量の削減（水資源の保全）

　・一般水道水

④環境活動の推進

　・緑化推進事業、グリーン購入、地域での環境活動への積極的な参加

環境関連法規制よ当社が約束したことを遵守します。

環境への取組を環境経営レポートとして取りまとめ公表します。

制定日：２００９年１０月２０日

改訂日：２０2０ 年　７月　１日

　　　代表取締役社長 櫻井孝夫

３

環境保全及び環境創造の取組に貢献します。

《環境理念》　

　私たち株式会社ひかり造園は、総合建設業を環境産業と位置づけ、その事業活動を通じて、

優しく美しい近隣の自然、大きくは地球環境を守るために、緑化や森林整備を推進し、積極的な



Ⅳ　環境経営目標

【中・長期目標】

基準年
（2019年）

2020年 2021年 2022年

99% 98% 97%
63,963 63,317 62,670

99% 98% 97%
1188 1176 1164

99% 98% 97%
13 13 70

99% 98% 97%
337 333 330

※１　電力のＣｏ2発生量については、中部電力の2018年度調整後排出量係数0.452㎏-Ｃｏ2/ＫＷｈを採用

※２　事務所内の一般廃棄物

取組期間　2022年7月～2023年6月

単位
基準年

（2019年）
2023年

二酸化炭素の削減※１ ㎏-Ｃｏ2 64,609 62,025

㎏ 1,200 1,152

％ 97 98

水使用量の削減 ㎥ 14→70 69

コピー用紙使用量の削減 ㎏ 340 326

グリーン購入の推進 ％ 100 １００

緑化推進事業 回 1 １

地域社会への貢献 回 3 ３

【次年度の目標】

　　上段：2019年対比
　　下段：目標値

100

剪定・除草ゴミの再資源化 ％ 100 100

3

二酸化炭素の削減※１

廃棄物排出量の削減※２

水使用量の削減

コピー用紙使用量の削減

グリーン購入の推進

緑化推進事業

地域社会への貢献

４

100 100 100

1 1 1

3 3 3

廃棄物排出量の削減※２

剪定・除草ゴミの再資源化 ％ 100 100 100

1200

16

340

100

1

97 ９８ 98 ９８

産業廃棄物の再資源化

目的

㎏-Ｃｏ2

㎏

㎥

㎏

単位

産業廃棄物の再資源化 ％

％

回

回

64,609



　Ⅴ　環境経営計画

具体的な取組み 実施責任者

・使用しない箇所の消灯

・節電啓発ポスターの掲示

・適正温度の維持（夏28℃冬20℃）

・使用していないパソコンの電源OFF

・アイドリングストップの徹底

・急発進、急加速、急停止の防止

・不要な荷物は積まない（車内整理）

・ごみの分別

・リサイクル品の活用

・混合廃棄物の削減

・廃棄物の現場内分別

・節水啓発ポスター掲示

・垂れ流し使用厳禁

・両面使用

・印刷前の確認

・エコマーク商品の活用 飯村繁隆

・樹木、草花の植栽 高部　昇

・ちいさな親切運動への参加

・事務所周辺の清掃活動

・再資源化の徹底と管理 望月　了

５

飯村繁隆

飯村繁隆

飯村繁隆

飯村繁隆

飯村繁隆

望月誠人

緑化推進事業

地域社会への貢献

植栽活動

美化活動

水使用量

紙使用量

グリーン購入の推進

高部　昇

電気使用量の削減

ガソリン,軽油使用量
の削減

組織本来の取組
剪定・除草ゴミの

再資源化

二酸化炭素

一般廃棄物の削減

文房具

節水

コピー用紙使用量削減

廃棄物

産業廃棄物



　Ⅵ　環境経営目標の実績

【短期目的・目標・実績】

基準年 目標 実績 目標対比

（2019年） 2022年 2022年 （％）

64,609 62,670 39,487 63.0 ○

9,895 10,105

54,714 29,382

㎏ 1,200 1,164 582 50.0 ○

％ 97.0 98.0 94.6 96.5 ×

㎥ 14 70 69 98.6 ○

㎏ 347 330 231 70.0 ○

％ 100 100 100 100.0 ○

回 1 1 1 100.0 ○

回 3 3 2 66.7 △

％ 100 100 100 100.0 ○

６

㎏-Ｃｏ2

一般廃棄物排出量の削減

評価

二酸化炭素の削減

二酸化炭素の内訳　購入電力

　　　　　　　　　化石燃料

目的 単位

水使用量の削減

コピー用紙使用量の削減

グリーン購入の推進

緑化推進事業

地域社会への貢献

剪定・除草ゴミの再資源化

産業廃棄物の再資源化率



Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価、及び次年度の環境経営計画

具体的な取組み 実施責任者 7～９月 １０～１２月 １～３月 4～６月 評価

・使用しない箇所の消灯 〇 〇 〇 〇 〇

・節電啓発ポスターの掲示 ○ ○ ○ ○ ○

・適正温度の維持（夏28℃冬20℃） △ ○ △ 〇 △

・使用していないパソコンの電源OFF ○ ○ ○ ○ ○

・アイドリングストップの徹底 ○ ○ ○ ○ ○

・急発進、急加速、急停止の防止 〇 〇 〇 〇 〇

・不要な荷物は積まない（車内整理） 〇 〇 〇 〇 〇

・ごみの分別 ○ ○ ○ ○ 〇

・リサイクル品の活用 ○ ○ ○ ○ 〇

・混合廃棄物の削減 △ △ △ △ △

・兵器物の現場内分別 ○ ○ ○ ○ ○

・節水啓発ポスター掲示 ○ ○ ○ ○ ○

・垂れ流し使用厳禁 ○ ○ ○ ○ ○

・両面使用 ○ ○ ○ ○ ○

・印刷前の確認 ○ ○ ○ ○ ○

・エコマーク商品の活用 飯村繁隆 ○ ○ ○ ○ ○

・樹木、草花の植栽 高部　昇 ○ ○ ○ ○ ○

・ちいさな親切運動への参加 △ △ △ 〇 △

・事務所周辺の清掃活動 ○ ○ ○ ○ ○

○：計画通り実施　△：一部出来なかった　×：出来てない

来期は、新たに３年度分の目標を設定し、職員の
意識向上を図る。

グリーン購入 グリーン購入出来るものは１００％ 今後も継続

緑化推進 圃場の有効活用 今後も継続

剪定・除草ゴ
ミの再資源化

再資源化処理施設への持ち込み 今後も継続

地域貢献 今後も継続
本社周辺の清掃活動、ちいさな親切運動への参加

地域社会への貢献 美化活動 望月誠人

目的 評価に対するコメント

節水
目標を新たに設定仕直し実施したが、ほぼ目標に
達成であった。

７

次年度取組

二酸化炭素

前期と同様、電気使用量の目標値は未達成であったが、
ガソリン、軽油使用量も目標達成によって、二酸化炭素
排出量の目標値の達成はできた。

エアコンはフィルター等清掃をし、使用している
が買換えの時期であると思われる、検討し削減に
務める。またガソリンは毎月の会議等で啓発を行
い更なる意識向上を目指す。

廃棄物

コピー用紙の使用量、可燃ゴミについては大幅に
削減できたのは全社員の環境への意識は一致。再
資源化率のアップの為、発注ロスや工程管理の徹
底。

ゴミ箱の分別を行いリサイクルできる物を多くす
るなどする。（缶、ペットボトルは100％リサ
イクル達成）産業廃棄物の再資源化を図るべく分
別等の継続。

二酸化炭素

電気使用量の削減 飯村繁隆

ガソリン,軽油
使用量の削減

飯村繁隆

緑化推進事業 植栽活動

一般廃棄物の削減 飯村繁隆

水使用量 節水 飯村繁隆

紙使用量
コピー用紙使用量

削減
飯村繁隆

グリーン購入の推進 文房具

廃棄物

産業廃棄物の
再資源化

飯村繁隆



Ⅷ　環境関連法規など遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無

届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項

委託基準

1．委託先の許可確認

・収集運搬及び処分業者の許可証の確認

・中間処理場等の処分状況等の実地確認

・施設能力等の公開情報の確認

○

委託基準

2．委託契約の締結

3．契約書の5年間保存

・委託契約書の内容確認（委託金額、産業廃棄物の

種類、性状、変更情報の伝達方法等） ○

管理票（マニフェスト）の交付義務 ・法準拠マニフェストを使用 ○

□マニフェストの交付

□回収・照合（発行後B2,D票90日E票180日以内）

□A,B2,D,E票保管(5年間）

□未回収戻り票の報告

□交付状況報告（前年度実績、毎年6月30日まで）

□電子マニフェスト使用義務（特管物多量排出事業

場、2020年4月～）

・マニフェスト管理台帳にて回収日の管理、A票の照合欄

チェック。（回収期間内に返送され、法定事項記載確認

済み）

・未回収戻り等の措置内容等報告書（知事への報告）
○

野外焼却の禁止 ○

保管基準

（積み上げ高さの厳守、雨・風・悪臭発生に対する養

生、保管場所の掲示板設置、仕切り設置等）

保管場所の掲示板の表示内容、大きさ規定あり（縦横

60cm以上）
○

排出事業者 元請業者 廃棄物処理
元請が排出事業者となる 下請人が行う現場内保管は、下請人も保管基準を適用

順守
○

下請負人による建設工事

産廃の運搬
小規模な工事での例外

1.500万円以下の維持修繕工事

2.500万円以下の瑕疵の修繕工事のいず

れかの工事で、かつ、以下のすべてを満たし

て運搬される廃棄物

 イ：1m3以下/1回

 ロ：元請業者等の所有施設への運搬

 ハ：運搬途中での保管が行われないもの

委託契約書で定める様式（運搬様式）により、下請人

が産業廃棄物処理基準を順守して運搬できる

・元請業者がマニフェストを交付

・請負契約書で定める必要があり

・運搬時は書面（廃掃法21条の3第3項）の備え付け

必要
○

下請人による廃棄物の運

搬又は処分の委託
下請け

下請人が廃棄物の運搬又は処分を委託

する場合

当該下請人を事業者とみなして、委託基準及び管理票

交付義務等適用順守

下請人が廃棄物処理許可業者で元請業者から受託した

産業廃棄物の処理を再委託する場合は、従前通り当該

元請業者には委託基準等が、当該下請人には再委託

基準等が適用

○

リサイクル法
解体工事、土工事、外構

工事、型枠工事、木工事
指定副産物

土砂、ｺﾝｸﾘｰﾄの塊 、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄの

塊、木材

国土交通省関係：建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ

塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材

・発生抑制（施工方法、資材選択）

・再利用、再生利用、再資源化努力

・責任者の配置

ー

建設

リサイクル法
新築工事及び解体改修

工事

・解体工事：80m2以

上

・新築・増築工事：

500m2以上

・修繕・模様替工事：

１億円以上

・その他の工作物に関す

る工事（土木工事

等）：500万円以上

【特定建設資材】

□ｺﾝｸﾘｰﾄ（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版を含

む）

□木材

□ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

□発注者への書面による計画等説明

□工事着手日７日前までに知事へ届出

□発注者へ書面による完了報告

・分別解体

・再資源化等の促進

・再生資源の使用

・発注者への計画等説明書と完了報告書

・下請負者への告知書

・知事への届出書（条例規定）

○

○

建設副産物適正

処理推進要綱

建設副産物が発生する建

設工事
建設副産物 建設発生土等

・発注者との連絡調整・管理及び施工体制の整備・協

力業者の指導等

・｢再生資源利用計画｣｢再生資源利用促進計画｣の作

成

実施状況の記録を１年間保管

○

○

オフロード法

ブルドーザ、バックホウ、ク

ローラクレーン、くい打ち機、

トラクタシャベル、ドリルジャ

ンボなど

協力会社の持ち込み建

設機械など
排出ガス基準適合表示

・適合証明

・「2014年規制」

新車規制で平成26年10月以降 ○

オゾン層保護法

解体工事、改修工事にお

ける空調設備、消火設備

等

特定物質（CFC等）を

使用する設備からの排

出抑制

※2018年改正で特定物質代替物質

（代替フロン）を規制対象に追加

専門業者による回収・破壊 ・特定物質使用設備の有無確認記録

○

フロン排出抑制法（2019

年改正、2020年施行）

機器の所有者（管理

者）によるフロン漏えい点

検

業務用冷凍空調機器

（重機類のエアコン等を

含む）

簡易点検：全ての業務用冷凍空調機器

定期点検：7.5KW以上の業務用エアコ

ン、冷凍冷蔵機器等

・簡易点検：3か月に1回以上

・定期点検：1年に1回以上等（専門業者が実施）

・点検・整備の記録

冷媒漏えい点検・整備記録簿

○

騒音規制法

杭打ち機、びょう打機、削

岩機、空気圧縮機等を使

用する作業

・適用指定地域内での

特定建設作業

・知事（市町村長）へ7日前までに届出

・作業敷地境界にて85デシベル以下

・市町村へ事前確認

・届出書（規則様式第9）
ー

振動規制法

杭打ち機、くい抜き機、ブ

レーカー 、舗装版破砕機を

使用する作業

・適用指定地域内での

特定建設作業

・知事（市町村長）へ7日前までに届出

・作業敷地境界にて75デシベル以下

・市町村へ事前確認

・届出書（規則様式第9）
ー

下水道法 公共下水道への排水 公共下水道への排水

一日50m3以上の汚水を公共下水道に

排水する場合

・公共下水道管理者にあらかじめ届出

・排水基準 （有害物質は排水基準を定める総理府

令）､生活環境項目については､条例による

・届出書（様式第4）

・沈砂槽等設備の設置及び監視（泥水の排水抑制） ー

河川法 河川への排水 河川への排水

一日50m3以上の汚水を河川に排水する

場合

・河川管理者にあらかじめ届出 ・届出書（規則様式第8の3）

・沈砂槽等設備の設置及び監視（汚水の排水抑制） ー

違反、訴訟の有無：関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

文書・記録(例)

【有資格担当者】

現場保管

8

確認

騒　音　・　振　動

環境大臣の指定（国土交通省の「低騒

音型,低振動型建設機械指定制度」機種

は除く）

水　質　汚　濁　（排　水）

廃棄物処理法

＜廃棄物・リサイクル　その他の要求事項＞

大　気　汚　染

廃　棄　物　処　理　・　リ　サ　イ　ク　ル

廃棄物処理法

産業廃棄物の委託処理
産業廃棄物

廃棄物

□汚でい　　□廃油

□廃プラ　　□木くず

□紙くず　　□繊維くず

□金属くず　□ガラスくず

□陶磁器くず　　□がれき類

□ゴムくず　□燃えがら

□石綿含有産業廃棄物（重量比0.1％

超）

□水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光ラ

ンプ等（2018年改正：6製品追加）

□水銀含有汚泥（水銀含有量

15mg/kg超）

【特別管理産業廃棄物】

□廃石綿等

□廃ＰＣＢ

□ＰＣＢ汚染物

廃棄物の処理

環境法規制等

の名称/略称

規制内容 実　　　　施
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Ⅸ　代表者による全体評価・見直し記録表

作成日：令和４年８月４日

変更の

必要性

6 その他（外部への対応等） 有・無

4 環境に関する組織 有・無

5 その他のシステム要素 有・無

3 環境経営計画・取組項目 有・無

２．代表者に
よる全体評
価・見直し指

示

本年度は工事売上が昨年より下回ったが利益は良い結果を残せました。
二酸化炭素排出量の目標は達成したが産業廃棄物の再資源化率が達成
はできませんでした。それ以外の項目は達成したが今後の削減に期待。引
き続き法令順守し環境活動に取り組んでまいります。

全体評価・コメント

（環境経営システムの有効性、

環境への取り組みの適切性等）

見直し項目 ｢有｣の場合の指示事項等

1 環境経営方針 有・無

2 環境経営目標・計画 有・無

7
取引先、業界、関係行政機関その他の外
部動向

■
今年度は売上が減少したが、利益は良い結果で終わることができ
たが、新型コロナ等当社の取り巻く環境は依然厳しいものがある。

8 その他（ □

5 外部コミュニケーション・対応記録 ■ 良好

6 問題点の是正・予防処置の実施状況 ■ 特になし

■

ガソリンの使用量に於いて減少したことは、職員のエコアクションへ
の意識の向上だと思われる。この意識を常に持つことを会議等で
話し合いこれからも持続していきたい。

4 環境関連法要求一覧及び尊守状況 ■ 法令遵守は当社の基本スタンスで有り、全職員共通して遵守

9

１．見直し関
連情報

項　　目 確認

1 EA２１文書 ■ 良好

：（評価・コメント）

2 環境経営目標及び目標達成状況 ■ 今年度も二酸化炭素の排出量は合計で目標値を達成。

3 環境経営計画及び取り組み実施状況



Ⅹ　具体的取組内容

①小さな親切運動への参加

１０


